
第３回上越市子ども・子育て支援総合計画策定委員会 

次 第 
 

と き 令和元年 11月 7日（木） 

    午後 1時 30分から 

ところ 上越文化会館 大会議室 

 

１ 開 会 

 

 

 

２ 健康福祉部長あいさつ 

 

 

 

３ 委員長あいさつ 

 

 

 

４ 議 題 

⑴ 上越市子ども・子育て支援総合計画の素案について 

・資料１、別冊 

 

 

⑵ 子どもの貧困対策の推進について 

・資料２ 

 

 

⑶ その他 

 

 

５ 閉 会 

 

 

 

【配布資料】 

○ 資料１  上越市子ども・子育て支援事業計画における基本施策の考え方 

○ 資料２  子どもの貧困対策の推進 

○ 別冊   上越市子ども・子育て支援総合計画素案 



 基本施策の考え方  

 

 

■ 基本目標１ 

区 分 基本施策 

基本目標 子どもが自分らしく、すこやかに成長することができる環境の整備  

目標の考 

え方 

子どもは、年齢に応じた社会性を身につけ、他者を思いやる心を持ち、

自信と希望をもって生活することが大切です。 

市は、①子どもが自分らしく生きていくために、子どもの権利学習や

普及・啓発活動を推進するとともに、②家庭環境を問わず、すべての子

どもがのびのびと過ごせる居場所づくり、義務教育を終了した子どもへ

の自立支援を行います。 

また、③乳幼児の発達、障害のある子どもへの支援や養育支援の充実

を図ります。 

①子どもの権利の普及・啓発 

②子どもの居場所づくり 

③障害などの理由により特別な

配慮が必要な子どもへの支援

の充実 

■ 基本目標２ 

区 分 基本施策 

基本目標 
安心して子どもを産み、喜びと生きがいをもって子育てができる社会の

構築 

 

目標の考 

え方 

保護者は、子育てを通して子どもの成長への喜びや生きがいを感じる

とともに、責任を認識し、役割を果たしながら、家族で協力して子ども

を育てていくことが大切です。 

市は、子どもを安心して産み育てられるように、①各種手当の支給や

医療費の助成など経済的負担の軽減及び②子育て支援体制の充実を図

るとともに、③安全で快適な保育環境の充実と④多様な保育サービスを

提供し、子育て家庭の育児と仕事の両立を支援します。 

また、⑤母子保健事業の充実を図り、喜びと生きがいをもって子育て

ができる環境を整えます。 

①子育て家庭への経済的負担の

軽減 

②子育て支援体制の充実 

③保育環境の充実 

④多様な保育サービスの提供 

⑤母子保健の充実 

■ 基本目標３ 

区 分 基本施策 

基本目標 地域や学校等で子どもの成長を見守る体制の強化  

目標の考 

え方 

少子化や核家族化の進展、地域のつながりの希薄化などにより、

子育てへの不安や負担、孤立感を抱える保護者が増加傾向にある

ことから、①,②家庭・地域・学校等が協力して子どもを育む体制

を強化する必要があります。 

地域や学校等が協力して子どもの成長を見守り、子育て家庭を

支えるとともに、地域の中で、子どもがのびのびと笑顔で過ごせる

環境を整えます。 

①学校教育環境の充実 

②地域ぐるみの子どもの健全

育成の推進 

■ 基本目標４ 

区 分 基本施策 

基本目標 社会全体で子どもと子育て家庭を支える体制の強化  

目標の考 

え方 

いじめ認知件数や虐待通報件数が年々増加していることから、

①,②子どもの成長過程や複合的な課題を抱える子育て家庭の状

況に応じた相談支援体制の充実や関係機関の連携により、いじめ

や虐待の未然防止に向けた取組を推進します。 

また、③男女を問わず仕事と生活のバランスがとれた働き方や

自ら望むライフスタイルを実現することができる環境を整えま

す。 

④経済的・家庭的に困難な状況にある子どもや保護者が適切な

支援を受けることができるよう、切れ目のない支援の継続と社会

全体で子どもと子育て家庭を支えていく体制を強化します。 

①子どもの権利侵害の予防と

早期救済 

②相談支援体制の充実 

③男女共同参画、ワーク・ライ

フ・バランスの推進 

④子どもの貧困対策の推進 

 

 

 

 

上越市子ども・子育て支援総合計画における基本施策の考え方 

・子ども・子育て支援総合計画の基本理念「みんなで育む子どもの笑顔・輝く未来」の実現に向けて４つの目標を設定しました。基本目標の考え方を整理し、１４の基本施策を設定しました。 

基本理念 基本目標 基本施策 

基本目標 １ 

子どもが自分らし

く、すこやかに成長

することができる

環境の整備 

基本目標 2 

安心して子どもを

産み、喜びと生きが

いをもって子育て

できる社会の構築 

基本目標 3 

地域や学校等で子

どもの成長を見守

る体制の強化 

基本目標 4 

社会全体で子ども

と子育て家庭を支

える体制の強化 

4-1 子どもの権利侵害の予防と早期

救済 

2-5 母子保健の充実 

2-1 子育て家庭への経済的負担の軽減 

2-2 子育て支援体制の充実 

3-1 学校教育環境の充実 

3-2 地域ぐるみの子どもの健全育成

の推進 

1-2 子どもの居場所づくり【新規】 

1-1子どもの権利の普及・啓発 

4-3 男女共同参画、ワーク・ライフ・

バランスの推進 

2-3 保育環境の充実 

 

1-3 障害などの理由により特別な配慮

が必要な子どもへの支援の充実 

4-2 相談支援体制の充実 

2-4 多様な保育サービスの提供 

基本施策の体系 

4-4 子どもの貧困対策の推進【新規】 

資料１ 



 

 

 

子どもの貧困対策については、平成２６年１月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行され、令

和元年９月に同法の改正法が施行されたことによって、市町村は子どもの貧困対策を推進する計画の策定の努

力義務を規定するとともに、子どもの権利の尊重や教育の機会均等の保障、保護者の所得の増大や職業生活の

安定と向上等に必要な施策を講じることが明記されました。 

当市では、法に規定する子どもの貧困対策についての計画を、子ども・子育て支援総合計画の中で定めるこ

ととします。 

 

 

子どもの生活実態に関するアンケート調査では、回答者の 11.9%が、世帯収入が一定基準を下回る困窮層

と区分され、一般層と比べ、暮らしの状況について「苦しい」と考えている比率が高い結果となりました。 

また、経済的な問題のみならず、以下のような様々な課題があげられていることから、一人一人の状況に応

じた適切な支援をしていくための体制、環境づくりが重要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向性 

当市において、子どもの貧困とは、単に家庭の経済的困窮のみを捉えるのではなく、家庭の課題や困り事の

現れであるとの認識の下で、生活困窮世帯（生活保護受給世帯、児童扶養手当受給世帯を含む）などへの経済

的支援はもとより、問題を抱える子育て中の家庭に対する相談支援等、様々な施策を実施してきました。 

これまで実施してきた子ども・子育て支援にかかる各種施策については、「貧困対策」として位置付けた取組

ではないものの、結果として「貧困対策」としての効果に繋がっています。 

これらの各種施策を基本とし、さらに「子どもの生活実態に関するアンケート調査結果」も踏まえたうえで、

保護者への経済的支援や子育て支援の充実を図るほか、学校や家庭、地域等と連携して、子どもの自立に向け

た支援を行うとともに、これからの未来を生きていくための力を育てます。 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇家庭の状況に応じた各種手当や医療、教育・保育等にかかる費用に対する助成や減免等の経済的支援を行い、

安定した生活基盤の確保を図ります。 

〇安心して就労できるよう、保育の受け皿を整えるほか、保護者の就労形態や保育ニーズの多様化に対応するた

め、24 時間受入可能なファミリーヘルプ保育園の運営、病児・病後児保育、放課後児童クラブなど多様な保

育サービスを提供します。 

〇子育て支援の充実やワーク・ライフ・バランスの取組を推進し、出産後も女性が安心して働ける環境づくりを

推進します。 

〇虐待など家庭における深刻な課題の解決に向け、関係機関等と連携しながら、複雑・多様化する相談への対応

に取り組みます。 

 

 

 

〇地域や教育機関、行政が連携を図りながら地域で子どもを見守る仕組みづくりを進め、支援を必要とする子ど

もや保護者を早期に発見するとともに、必要な支援へつなげます。 

 

 

背景と趣旨 

アンケート調査結果の考察 

子どもの貧困対策の推進 

〇相談支援 
・いじめや不登校などに関する悩みや問題に
ついて「子どもほっとライン」、「教育セン
ター」による相談対応 

・適応指導教室による不登校の子どもへの支
援 

 

就学前 小・中学生 高校生等 

〇進学の支援 
・奨学金制度による授業
料や交通費等の支援 

〇居場所の提供 
・義務教育終了後の困難
を抱える若者を支援す
るため、若者の居場所
(Fit)の開設 

〇幼児教育・保育 
・遊びを通した発達に必
要な経験など、子ども
の育ちを支援 

〇養育環境の把握 
・妊産婦新生児訪問指導
事業などによる養育環
境の早期把握・早期対
応 

〇相談支援 
・発育発達にあわせた
対応ができるよう子
どもの育ちを支援 

〇遊びの場の提供 
・「こどもセンター」や 
「子育てひろば」にお
いて、子ども同士の
交流や遊びの場を提
供 

〇放課後等の居場所の提供 
・地域における子どもの居場所づくり 
・「謙信 KIDSスクールプロジェクト」や
「夏休み☆子どもつどいのひろば」などの
様々な体験活動の実施 

・就労等で昼間、保護者がいない家庭の小学
生を対象に、生活の場として放課後児童ク
ラブの開設 

 

〇教育の支援 

・学校に通う子どもの学力が保障されるよう、

きめ細かな教育の推進と教職員による教育相

談支援 

・社会の中で生きていくために必要な能力や

態度、意欲を育むためのキャリア教育の推

進 

・子どもの権利学習テキスト「えがお」を用

いた、子どもの権利を学ぶ機会の提供 

〇就労の支援 
・上越地域若者サポート
ステーションによる就
労に向けた支援 

〇相談支援 
・義務教育終了後の若
者の悩みや将来への
不安、不登校、ひき
こもり、非行等の問
題を「若者ほっとラ
イン」による相談対
応 

 

・困窮層の世帯は一般層の世帯に比べ、「食料」や

「光熱水費」などの支払いができなかった経験や

「塾・習い事に通わせる」、「大学以上の教育を受

けさせる」ことを経済的に難しいと考えている比

率が高い。 

❏経済状況について 

・困窮層の世帯では一般層の世帯に比べて正社員

の比率が低く、パート等の比率が高い。 

・母子世帯の貧困率は 59.7%、半数以上が派遣・

契約社員、パート・アルバイト等の非正規雇用で

あり、収入においては 300 万円未満が全体の

66.6%となっている。 

❏保護者の就労状況について 

・子どもの放課後等の居場所については、収入区分

に関わらず「自宅」で過ごす子どもの割合が高い。 

・困窮層の世帯の子どもは、一般層の世帯の子ども

に比べ、「朝食や夕食の孤食率」が高く、1 日の

「電子機器を使ったゲームやインターネット」の

使用時間が長い傾向にあり、地域行事への参加や

習い事等の経験が少ない傾向にある。 

・困窮層の世帯では、悩みや心配なことがあって

も、「相談する相手がいない」とする回答が一般

層の世帯より多い。 

❏居場所等の状況について 

・１日の勉強時間と遊ぶ時間を決めている子ども

は、決めていない子どもよりも授業の理解度が高

い傾向にある。また、学習塾やスポーツの習い事

をしている子どもは、していない子どもに比べて

授業の理解度が高い傾向にある。 

・子ども自身の「将来の希望や夢、目標」などの考

え方において、一般層の世帯と困窮層の世帯に大

きな相違は認められず、置かれている環境に違い

はあっても、自分の将来に希望をもち、実現に向

かって頑張ろうとする考えを持っている。 

❏子ども自身について 

支
援
施
策 

子育て家庭への主な支援 

経済的・家庭的に困難な状況にある子どもやその保護者を適切な支援につなぐ体制づくり 

 

ライフステージに応じた子どもへの主な支援 

資料２ 



 

 

 

 

 

 

 

あ  

令和２年度 ▶ 令和６年度 

令和２年 3月 

別 冊 
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１ 計画策定の背景と趣旨 

急速な少子化が進む我が国においては、核家族化の進展や地域のつながりの希薄化など子

育て家庭を取り巻く環境の変化に伴い、子育てへの不安や負担、孤立感を抱える保護者が増

加傾向にあります。また、いじめや虐待など子どもの人権と安全・安心を脅かす様々な事案

が発生し、大きな社会問題となっています。 

こうした状況のもと、平成２４年８月に成立した「子ども・子育て支援法」をはじめとす

る「子ども・子育て関連３法」が、幼児教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に

推進する新たな制度として平成２７年４月から施行されました。新制度のもとでは、幼児期

の教育・保育の一体的な提供、保育の量的拡充及び地域での子ども・子育て支援事業を充実

させ、すべての子どもが健やかに成長できる社会の実現を目指してきました。 

また、子どもの貧困対策については、平成２６年１月に「子どもの貧困対策の推進に関す

る法律」が施行され、令和元年９月に同法の改正法が施行されたことによって、市町村は子

どもの貧困対策を推進する計画の策定の努力義務を規定するとともに、子どもの権利の尊重

や教育の機会均等の保障、保護者の所得の増大や職業生活の安定と向上等に必要な施策を講

じることが明記されました。 

このような中、当市では「上越市第6次総合計画」において、まちづくりの目標となる将

来都市像に「すこやかなまち～人と地域が輝く上越～」を掲げ、同計画の基本政策の1つと

して「子どもが健やかに育ち、安心して産み育てられる環境の充実」を位置付け、子ども・

子育て支援法に基づき策定した「子ども・子育て支援事業計画」及び子どもの権利に関する

条例に基づき策定した「子どもの権利基本計画」により様々な施策を推進してきました。 

これまでの取組とその成果を基盤とし、子ども・子育てに関する取組をより一層推進する

ため、現行の「子ども・子育て支援事業計画」と「子どもの権利基本計画」を一体化して、

関係施策を整理するとともに、市の子育て施策の更なる充実を図るほか、子育て家庭、地域

（町内会・学校等）、社会（企業等・行政）の役割を明確にした「上越市子ども・子育て支

援総合計画（上越市版エンゼルプラン）」を策定します。 

さらに本計画において、子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右され

ることのないよう、また、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、「子どもの貧困対

策」を包含し、市全体で子ども・子育て支援施策を推進していく上での総合的な指針となる

計画とします。 
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２ 計画の法的根拠と位置付け 

 

本計画は、当市における子ども・子育て支援に係る総合的な計画として策定するもの

であり、あわせて「子ども・子育て支援法」第６１条の規定に基づく「市町村子ども・子

育て支援事業計画」並びに「子どもの貧困対策の推進に関する法律」第９条に基づく「市

町村計画」を包含する計画とします。 

また、本計画は、「上越市子ども・子育て支援事業計画」及び「子どもの権利基本計画」

を継承し、一体化することを基本に、「子どもの居場所づくり」、「子どもの貧困対策の推

進」など新たな取組も加えた、子ども・子育て支援の総合計画として策定するものです。 

あわせて、当市の最上位計画である「上越市第 6 次総合計画」と福祉分野の上位計画

である「第 2次地域福祉計画」並びに関連計画との整合を図るものであります。 
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３ 計画の期間 

  

本計画は、5年を１期とし、令和２年度から６年度までを計画期間とします。 

「上越市第６次総合計画」、「上越市第２次地域福祉計画」及び関連計画と整合を図るなど、

今後、必要に応じて見直しを行います。 

（年度） 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

        

 

４ 計画の策定体制 

  

（１）上越市子ども・子育て支援総合計画策定委員会の設置 

本計画の策定にあたっては、公募による市民を始め、子ども・子育て支援法第 6 条第

2項に規定する保護者のほか、事業者、労働者、子ども・子育て支援に関する事業の従事

者並びに学識経験者からなる「上越市子ども・子育て支援総合計画策定委員会」を設置

し、計画の内容などについて協議し策定しました。 

（２）子どもの生活実態に関するアンケート調査 

子どものいる世帯の生活実態等を把握するとともに、その結果から家庭や地域が抱え

ている課題を整理し、今後の支援に向けた施策の方向性等を反映しました。 

（アンケート調査結果の概要は「資料編」を参照） 

 

第６次総合計画 

第２次地域福祉計画 

根拠法：子ども・子育て支援法 

上越市子ども・子育て支援総合計画 

第３次地域福祉計画 

第７次総合計画 

各種個別計画 

根拠法：子ども・子育て支援法 

子ども・子育て支援事業計画 

子どもの権利基本計画 

生活実態調査 

 

既存計画評価 

新計画策定 
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１ 統計等からみる上越市の現状 

（１）人口の状況 

○ 当市の人口は、平成３１年４月１日現在で 192,068 人であり、令和１２年には

172,017人まで減少すると推計されます。 

○ 年少人口は、平成３１年４月１日現在 23,248人で、１０年前に比べ 19.0％・5,460

人減少しています。また、乳幼児人口が１０年前と比べ 21.1％・2,225人減少するな

ど少子化が進行しています。 

■年齢３区分別人口の将来推計 
 （人）                                          ※各年 4月 1日現在 

 

  

■年少人口の推移 
 （人）                                         ※各年 4月 1日現在 

 

30,263 28,277 25,489 23,248 22,959 20,849 19,090

131,176 125,144
115,298 107,474 104,053 97,717 91,775

49,879 53,415
58,292

61,346 62,381
62,395

61,152

211,318 206,836
199,079

192,068 189,393
180,961

172,017

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

H17 H22 H27 H31 R2 R7 R12

年少人口（0歳～14歳） 生産年齢人口（15歳～64歳） 老年人口（65歳以上）

10,552 10,387 10,214 10,073 9,799 9,659 9,341 9,201 8,907 8,652 8,327

11,975 11,747 11,449 11,069 10,834 10,521 10,441 10,231 10,106 9,974 9,689

6,181 6,143 6,166 6,110 6,074 5,979 5,707 5,506 5,336 5,270 5,232

28,708 28,277 27,829 27,252 26,707 26,159 25,489 24,938 24,349 23,896 23,248

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

乳幼児人口（0歳～5歳） 小学生人口（6歳～11歳） 中学生少人口（12歳～14歳）

推計値 

資料：上越市市民課「人口統計」 

資料：H31までは上越市市民課「人口統計」 

R2以降は国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30年推計）」 
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■乳幼児人口（0歳～5歳）の推移 
 （人）                                         ※各年 4月 1日現在 

 
 

（２）出生数と合計特殊出生率の推移 

○ 出生は、平成１３年の 2,000 人をピークに減少傾向で推移し、平成３０年には○○人

まで減少しています。 

○ 合計特殊出生率は、平成１３年から平成２５年までの間に増減が見られますが、平成２

５年以降は減少傾向に転じ、平成３０年は○○と平成２５年に比べて○○ポイント低下

しましたが、この間 1.50～1.68の間で推移し、新潟県や全国に比べて高い水準が続い

ていますが、近年は下落が進み、その差が近接しています。 

■出生数と合計特殊出生率の推移                        
（人） 

       

1,650 1,578 1,634 1,548 1,512 1,539 1,411 1,447 1,316 1,307 1,221

1,727 1,698 1,618 1,672 1,579 1,561 1,540 1,451 1,474 1,330 1,321

1,806 1,739 1,697 1,622 1,679 1,573 1,550 1,537 1,461 1,460 1,335

1,694 1,825 1,729 1,696 1,614 1,675 1,567 1,540 1,552 1,469 1,442

1,851 1,706 1,833 1,726 1,703 1,611 1,676 1,554 1,539 1,553 1,460

1,824 1,841 1,703 1,809 1,712 1,700 1,597 1,672 1,565 1,533
1,548

10,552 10,387 10,214 10,073 9,799 9,659
9,341 9,201 8,907 8,652

8,327

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

1,981 2,000

1,800 1,772
1,884

1,732 1,792
1,701 1,718

1,646 1,651 1,594 1,559 1,591

1,431 1,493
1,392

1,323

1.64
1.67

1.52 1.50

1.61

1.50

1.59
1.56

1.62 1.61 1.58 1.59 1.60

1.68

1.57
1.59

1.56
1.521.51

1.45
1.38

1.34 1.34 1.34
1.37 1.37 1.37 1.37

1.43 1.41 1.43 1.44 1.43

1.44 1.43 1.41
1.36

1.33 1.32
1.29 1.29

1.26
1.32 1.34

1.37 1.37 1.39 1.39 1.41 1.43 1.42

1.45 1.44
1.43

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

出生数（市） 合計特出生率（市） 合計特出生率（県） 合計特出生率（国）

資料：上越市市民課「人口統計」 

資料：人口動態調査 

 

厚生労働省が公表する「平成 30年の合計特殊出生率の確定値」の公表 

 

されたのちに記載します。（公表時期：令和元年 12月の予定） 
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■乳幼児人口及び小学生人口の推計 
 （人）                                            ※各年 4月 1日現在 

 

  

1,203 1,177 1,152 1,126 1,102 

2,542 2,424 2,380 2,329 2,278 

4,235 4,096 3,875 3,745 3,601 

4,604 4,526 4,450 4,235 4,096 

4,938 
4,787 

4,708 
4,604 

4,526 

17,522 
17,010 

16,565 
16,039 

15,603 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

R2 R3 R4 R5 R6

0歳 1・2歳 3～5歳 6～8歳 9～11歳

資料：上越市保育課「児童数推計値（平成 31年 4月 1日）」 
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（３）世帯の状況 

○ 世帯数は、平成 7年から平成 27年までの 20年間において 7,567 世帯増加する一方

で、１世帯当たり人員は減少が続き、平成 7年には 3.35人、平成 27年には 2.78人

となっています。 

○ 子どもがいる核家族は、平成 7年から平成 20年までの 20年間において、子どもがい

る世帯の核家族の割合が 17.4ポイント増加し、子育て家庭における核家族化が進行し

ています。 

 

■一般世帯数と１世帯当たりの人員の推移 

  （世帯）                                                  （人） 

 
                                資料：国勢調査 

 

■子どもがいる核家族の推移 

  （世帯）                                ※ここで言う「子ども」は 18歳未満を指します。 

 

63,242

67,476 67,816

71,129 70,809

3.35

3.14
3.05

2.84 2.78

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

H7 H12 H17 H22 H27

一般世帯数 １世帯当たり人員

9,388 9,395 9,430 9,453 9,436

1,001 1,130 1,300 1,409 1,264

10,389 10,525 10,730 10,862 10,700

43.1%

47.3%

52.0%

56.8%
60.5%

30.0%

50.0%

70.0%

90.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H7 H12 H17 H22 H27

夫婦と子どもの世帯 父親または母親と子どもの世帯 子どもがいる世帯の核家族の割合

資料：国勢調査 
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（４）婚姻等の状況 

○ 未婚率では全ての年齢層で女性よりも男性が高く、また両性ともに未婚化・晩婚化が進

んでいます。 

○ 20歳代、30歳代の未婚率について、平成 17年と平成 27年を比べると、男性 20歳

代で 9.4 ポイント、30 歳代で 6.2 ポイント上昇し、女性 20 歳代で 9.5 ポイント、

30歳代で 9.4 ポイント上昇しています。 

 

■未婚率の推移 

【男性】                  【女性】 

    

  

91.4 92.4 93.8

64.5
69.1 71.5

42.2 43.2
46.6

30.9 32.5 32.7

22.9
27.5 29.0

18.7
21.9

26.6

0.0

25.0

50.0

75.0

100.0

H17 H22 H27

20～24歳 25～29歳

30～34歳 35～39歳

40～44歳 45～49歳

86.1 87.3 89.0

49.1
53.2

55.7

24.4
27.4 29.1

13.9
17.1 18.6

7.9
12.0 14.7

4.5
8.2

11.7

0.0

25.0

50.0

75.0

100.0

H17 H22 H27

20～24歳 25～29歳

30～34歳 35～39歳

40～44歳 45～49歳

資料：上越市統計要覧 
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（５）保護者の就労状況等 

○ 保護者の就労状況について、父親では「働いている」が 93.0％で、勤務形態では「正社

員・正職員」が 85.0％で最も多く、次いで「事業主」が 9.6％でした。母親では「働い

ている」が 84.5％で、勤務形態では「パート・アルバイト等」が 44.6％で最も多く、

次いで「正社員・正職員」が 38.9％でした。 

○ 女性の労働力率※1について、平成 17年から平成 27 年までの変化を見ると、15歳か

ら 24歳までの年齢層及び 45歳から 49歳までの年齢層を除いた年齢層において、労

働力率が上昇しています。 

○ また、30歳から 34歳までの年齢層を谷とした「M 字カーブ※2」については、年々緩

やかになっています。 

○ 仕事と子育てを両立する上で大変だと感じることは「子どもの迎えの時刻に合わせて、

仕事を切り上げなければならない」が 49.7％で最も高く、次いで「子どもにかかわる

行事が多く、仕事を休まなければならない」が 49.3％、「子どもと接する時間が少ない」

が 42.4％でした。 

 

■保護者の就労状況 

（父親）                  

 

（母親） 

 

働いていない

0.4%

無回答

6.6%

事業主

9.6%

家族従事者

1.8%

正社員・正職員

85.0%

派遣社員・契約社員

1.7%
パート・アルバイト等

0.5%

内職

0.0%

その他

0.1%

無回答

1.3%

働いている

93.0%

働いていない

9.8%

無回答

5.7%

事業主

2.9%

家族従事者

4.0%

正社員・正職員

38.9%

派遣社員・契約社員

6.9%

パート・アルバイト

等

44.6%
内職

0.7%
その他

0.7%

無回答

1.3%

働いている

84.5%

資料：上越市子どもの生活実態に関するアンケート調査結果 
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■女性の年齢階級別労働力率の推移 

 

                                 

※1 労働力率   15歳以上の人口に占める労働力人口（就業者＋完全失業者）の割合 

※2 Ｍ字カーブ  女性の労働力率において、結婚・出産期にあたる年代に一旦低下し、育児が落ち着いた時期に再 

び上昇するという特徴を示したもの 

 

 

■仕事と子育てを両立する上で大変だと感じること 

 
 

  

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65歳以

上

女性

（H17）
15.1 76.3 78.0 71.7 75.9 81.3 84.2 77.0 63.8 40.3 12.7

女性

（H22）
13.8 76.8 78.6 75.3 77.5 80.9 83.6 79.9 68.0 47.4 11.7

女性

（H27）
13.1 73.3 79.9 77.7 80.4 83.3 83.4 81.6 74.7 52.2 13.3

参考：男性

（H27）
14.8 79.3 91.1 93.0 95.1 94.9 94.4 94.6 93.0 81.0 32.0

13.1

73.3

79.9 77.7
80.4 83.3 83.4 81.6

74.7

52.2

13.3
14.8

79.3

91.1 93.0 95.1 94.9 94.4 94.6 93.0

81.0

32.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

49.7%

49.3%

42.4%

39.4%

37.8%

36.7%

17.1%

11.0%

9.9%

6.7%

5.9%

2.8%

0.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

子どもの迎えの時刻に合わせて、仕事を切り上げなければならない

子どもにかかわる行事が多く、仕事を休まなければならない

子どもと接する時間が少ない

急な残業に対応できない

病気等の時に面倒をみる人がいない

睡眠時間が短くなり、身体的につらい

職場の理解が得られない

条件に見合う保育園・幼稚園などがみつからない

家事や子育てで家族の協力を得られない

特に大変だと感じることはない

子どものほかに面倒をみなければならない人がいる

その他

無回答

資料：国勢調査 

資料：上越市若者世代・子育て世代の市民アンケート調査報告書（令和元年 9月） 
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（６）保護者の悩みと相談相手 

○ 保護者が抱える子どもへの悩みについて、「子どもの進学や受験のことが心配である」が

32.5％で最も高く、次いで「子どもに対するしつけや教育に自信が持てない」が 29.6％、

「子どもの教育費のことが心配である」が 29.2％でした。 

○ 子育てをする上で、特に不安に思っていることなどについては、「子育てで出費がかさ

む」が 61.1％で最も高く、次いで「精神的な疲れが大きい」が 46.8％、「身体の疲れ

が大きい」が 45.5％でした。 

○ 相談相手は、「配偶者（元配偶者）」が 64.8％で最も多く、次いで「親などの親族」が

31.4％でした。「幼稚園・保育園の先生」、「学校の先生」、「同じ立場の人」、「相談する

人はいない」が 2％台とほぼ同率でした。 

 

■子どもについて、現在悩んでいること 

 

 

■子育てをする上で、特に不安に思っていることや悩んでいること 

 

32.5%

29.6%

29.2%

26.5%

23.0%

19.6%

15.9%

13.9%

12.2%

10.4%

9.9%

8.6%

5.0%

4.0%

4.2%

3.0%

1.4%

19.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

子どもの進学や受験のことが心配である

子どもに対するしつけや教育に自信が持てない

子ども教育費のことが心配である

子どもに基本的な生活習慣（あいさつなど）が身についていない

子どもと接する時間を十分に取ることができない

子どもが勉強をしない

子どもの就職のことが心配である

子どもが反抗的で、なかなかいうことを聞かない

子どもの心身の発育や病気が心配である

配偶者と子育てのことで意見が合わない

子どもが何事に対しても消極的である

配偶者が子育てにあまり協力してくれない

子どもが良い友人関係を持てない

子どもの非行や問題行動が心配である

子どもに対するしつけや教育について、相談する相手がいない

その他

子どもに十分な食事や栄養を与えることができない

特に悩みはない

61.1%
46.8%

45.5%
32.8%

32.0%
30.5%

28.1%
25.6%

14.7%
14.1%

10.3%
9.3%

7.2%
4.6%

3.5%
0.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

子育てで出費がかさむ

精神的な疲れが大きい

身体の疲れが大きい

仕事と子育ての両立が図れない

自分や夫婦の自由な時間が持てない

子育ての方法がよくわからず、自信が持てない

子どもと接する時間を十分に取れない

子どもを叱りすぎているような気がする

住宅が狭い

自分の子育てについて、まわりの見る目が気になる

配偶者・パートナーの協力が少ない

配偶者・パートナー以外で子育てを手伝ってくれる人がいない

配偶者・パートナーと子育てに関して意見が合わない

特に不安に思うことはない

その他

無回答

資料：上越市子どもの生活実態に関するアンケート調査結果 

資料：上越市若者世代・子育て世代の市民アンケート調査報告書（令和元年 9月） 
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■困ったときの相談相手 

 
 

 

（７）地域での関わり等 

○ 地域での付き合いについて、「良く付き合っている」が 10.1％、「ある程度付き合って

いる」が 60.3％で、子育て家庭の 7割程度が地域と関わりを持っています。 

○ 保護者が体調不良の際に、身の回りに子どもの世話を頼める人がいるかの設問では「同

居の家族」が 52.1％で最も高く、次いで「同居以外の親族」が 37.9％でした。「友人・

知人」と「頼める人はいない」が 3％台でした。 

 

■地域での付き合いについて 

 

 

64.8%

31.4%

22.8%

4.6%

3.2%

2.5%

2.1%

2.0%

1.2%

0.9%

0.8%

0.6%

0.1%

7.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

配偶者（元配偶者）

親などの親族

友人・知人

子ども

学校の先生

同じ立場の人

幼稚園・保育園の先生

相談する人はいない

隣人・地域の人

役所など公的機関

カウンセラーなどの専門家

その他

民生委員・児童委員

無回答

よく付き合っている

10.1%

ある程度付き合って

いる

60.3%

あまり付き合っ

ていない

24.7%

全く付き合っていない

3.5%

無回答

1.4%

資料：上越市子どもの生活実態に関するアンケート調査結果 

資料：上越市子どもの生活実態に関するアンケート調査結果 
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■身の回りに子どもの世話を頼める人いるかどうかについて 

 

 

（８）子育て環境等 

○ 出産や子育てのしやすさについて、「そう思う」が 10.9％、「ある程度そう思う」が

53.1％で「出産や子育てのしやすさ」を感じている割合は 64.0％でした。 

○ 子育て環境の充実のために、今後さらに取組を強化してほしいこととして、「子ども医療

費助成の充実」が 34.0％で最も多く、次いで、「休日・夜間診療所の充実」が 32.6％、

「小学校入学後の教育費の軽減」が 31.1％と続きました。 

■出産や子育てのしやすさについて 

 

 

 

同居の家族

52.1%

同居以外の親族

37.9%

職場の人

0.5%

近所の人

1.4%

友人・知人

3.0%

地域の相談機関

0.5%

その他

0.4%

頼める人はいない

3.3%
無回答

0.9%

そう思う

10.9%

ある程度そう思う

53.1%

あまり思わない

23.2%

全く思わない

3.5% 無回答

9.4%

資料：上越市子どもの生活実態に関するアンケート調査結果 

（当設問は複数回答形式につき、百分率に加工し表示） 

資料：上越市人口減少に関する市民アンケート調査報告書（令和元年 9月） 
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■子育て環境の充実のために、今後さらに取組を強化してほしいこと 

 

 

（９）経済的状況について 

○ 子育て家庭の経済的状況について、平成２９年中における世帯当たりの構成員全員の年

収は「２００万円未満」が約４％、「２００万円以上４００万円未満」の世帯が約２１％、

「４００万円以上」の世帯が約７５％に大別されます。 

○ また、世帯人数ごとに定めた「困窮層該当年収」の基準から、「一般層」と「困窮層」に

区分すると、全体の８８％が「一般層」、１２％が「困窮層」となりました。 

○ 困窮層では、年収「２００万円以上３００万円未満」の世帯が最も多く約４５％で、次

いで「２００万円未満」の世帯が約３６％でした。また、全体のおよそ８割が年収「３

００万円未満」の世帯でした。 

 

 ■平成２９年中における世帯当たりの構成員全員の年収について（「無回答」を除いた百分率を表示） 

 

34.0%

32.6%

31.1%

21.6%

19.8%

15.1%

13.3%

10.1%

9.0%

9.0%

8.3%

7.5%

6.9%

6.6%

5.8%

4.2%

4.1%

3.7%

6.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

子ども医療費助成の充実

休日・夜間診療所の充実

小学校入学後の教育費の軽減

3歳未満児の保育料の更なる軽減

病児・病後児保育の充実

休日に小学生が過ごせる施設の確保

放課後児童クラブ以外の平日夕方に小学生が過ごせる施設の確保

多子世帯へのサービスの充実

子育てひろばの充実

保育園、幼稚園等の更なる確保

ひとり親世帯への支援の拡充

その他

こどもセンターの充実

子育て相談窓口の充実

休日の放課後児童クラブの開設

子育てに関する情報発信の充実

特になし

子育てに関するセミナーや講座等の充実

無回答

4.3

21.1

74.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

収入なし～200万円未満

200万円～400万円未満

400万円以上

全体(n=5,616)

資料：上越市若者世代・子育て世代の市民アンケート調査報告書（令和元年 9月） 

資料：上越市子どもの生活実態に関するアンケート調査結果 
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■一般層・困窮層の割合（「無回答」を除いた百分率を表示） 

 

 

■困窮層における平成２９年中の世帯収入（「無回答」を除いた百分率を表示） 

 

 

  

4,398世帯

（88%）

592世帯

（12%）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

一般層 困窮層

35.64% 44.60% 19.76%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

困窮層(n=592)

200万円未満 200万円～300万円未満 300万円～400万円未満

資料：上越市子どもの生活実態に関するアンケート調査結果 

資料：上越市子どもの生活実態に関するアンケート調査結果 

 

一般層・困窮層の区分について 

国が公表している「平成 23 年度親と子の生活意識に関する調査」の「相対的貧困層の

算出方法（考え方）」及び「平成 28年度国民生活基礎調査」の「1世帯当たり平均所得金

額」などの数値を参考に、世帯人数ごとに「困窮層該当年収」の基準を定めた上で、当該

世帯の平成 29年中の世帯全員の収入の合計額が基準を上回る世帯を「一般層」、下回る世

帯を「困窮層」と位置付け、分析しました。 

世帯人数 困窮層該当年収  

2人 200万円まで  

3人 250万円まで  

4～5人 300万円まで  

6人 350万円まで  

7～8人 400万円まで ※世帯人数を問わず、400 万円以上は一般層に区分 

 資料：上越市子どもの生活実態に関するアンケート調査結果 
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２ 「子ども・子育て支援事業計画」並びに「第２期子ど

もの権利基本計画」の計画期間における取組と成果 

当市は平成２７年に「上越市子ども・子育て支援事業計画」及び「上越市第２期子どもの権

利基本計画」を策定し、それぞれに基本目標等を掲げる中で、多様な施策を一体的に推進して

きました。 

 

■上越市子ども・子育て支援事業計画の基本目標等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■上越市第２期子どもの権利基本計画の基本目標等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１  生みやすく、育てやすいまちづくり 

【主要施策１】 母子保健の充実 

【主要施策２】 子育てに対する経済的支援の充実 

【主要施策３】 多様な保育サービス等の提供 

【主要施策４】 子どもの育ち支援の充実 

基本目標２  こころとからだが健やかに育つまちづくり 

【主要施策１】 地域ぐるみの子どもの健全育成の推進 

【主要施策２】 学校教育環境の充実 

基本目標３  子どもと家族を大切にできるまちづくり 

【主要施策１】 男女共同参画、ワーク･ライフ･バランスの推進 

【主要施策２】 地域で子どもや家族を大切にする意識の醸成 

【主要施策３】 家庭と地域の子育て力の向上 

【主要施策４】 子どもたちのためのよりよい環境づくり 

 

基本目標１  子どもの権利を大切にする意識づくり 

【基本的な施策１】 子どもの権利の知識の普及と意識の啓発 

【基本的な施策２】 子どもの権利の教育と学習の推進 

基本目標２  子どもの権利を大切にできる環境づくり 

【基本的な施策３】 子どもが健やかに成長するための取組の推進 

【基本的な施策４】 誰もが等しく権利を享受するための支援 

基本目標３  子どもの権利の侵害からの早期救済 

【基本的な施策５】 虐待、いじめ、差別その他こどもの権利の侵害からの早期救済に必要な措置 

【基本的な施策６】 相談体制の整備 
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■計画期間（平成 27～31年度）における主な取組と成果 

（１）母子保健の充実（子ども・子育て支援事業計画） 
母子ともに健康で安心して生活していけるよう、上越市健康増進計画に基づき、妊婦

健診や乳幼児健診、予防接種などを通じて母子保健の充実に取り組んできました。 

（２）子育てに対する経済的支援の充実（子ども・子育て支援事業計画） 

誰もが等しく権利を享受するための支援（子どもの権利基本計画） 
安心して子どもを産み育てることのできる環境の充実を図りました。まず、医療費助

成では、子ども医療費の助成対象を平成 28 年 9 月から高校卒業相当の年齢まで拡充

したほか、平成３０年９月からは、小学校就学前の子どもに対する医療費を完全無料化

し、令和元年９月からは、妊産婦の医療費についても対象者の所得要件を撤廃し、完全

無料化しました。 

また、不妊治療の治療費助成について、平成２８年度に回数の制限を撤廃し、助成率

及び上限額を引き上げるとともに、平成３０年度から助成対象治療に不育治療及び検査

を追加するなど充実を図りました。 

保育料では、平成３０年度に、年収約４７０円未満相当世帯について、第３子以降の

保育料を無料としたほか、市民税所得割課税世帯の保育料を一律５％引き下げるととも

に、年収約４７０万円未満相当の世帯の第２子の保育料の軽減を拡充したほか、ひとり

親世帯の第１子の保育料を非課税世帯と同額となるよう軽減し、子育て世帯の経済的負

担の軽減を図りました。また、国の施策に基づき、令和元年１０月からは、３歳から５

歳までの幼稚園、保育園、認定こども園などの利用料を無償化しました。 

経済的理由で修学が困難な生徒等の進学を支援するため、奨学金貸付事業の返還期間

の延長や新たに入学準備金の貸付けを行うなど制度の拡充を行いました。 

（３）多様な保育サービス等の提供（子ども・子育て支援事業計画） 
保護者の就労形態や保育ニーズの多様化に対応するため、延長保育や一時保育、24

時間受入可能なファミリーヘルプ保育園の運営、病児・病後児保育など、多様な保育サ

ービスを提供してきました。 

また、保育園の再配置等に係る計画に基づき、子どもの安全確保や保育需要への対応

等の優先度を踏まえながら、公立保育園の統合・再編や民営化など、将来を見据えた保

育環境の整備を進めました。 

（４）子どもの育ち支援の充実（子ども・子育て支援事業計画） 
子育ての不安感や孤立感を緩和するため、「こどもセンター」と「子育てひろば」を

設置し、親子の遊び場や子育て支援情報の提供、子育て相談等を行い、保護者同士の交

流の場やネットワークづくりに努めてきました。 

平成２９年には、オーレンプラザこどもセンターを新たに設置し、子育て支援の更な

る充実を図りました。   
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（５）地域ぐるみの子どもの健全育成の推進（子ども・子育て支援事業計画） 

子どもが健やかに成長するための取組の推進（子どもの権利基本計画） 
就学児を持つ保護者の就労と子育ての両立を支援するため、市内全ての小学校に放課

後児童クラブを開設するとともに、特別な支援を必要とする児童の増加に対応するため、

支援員の研修会を充実するなど、クラブ運営の質的向上を図りました。また、学校・家

庭・地域が一体となって子どもを育む取組を推進する学校運営協議会や地域青少年育成会

議の活動への支援を通じて、地域の子どもを地域全体で育てる機運を一層醸成しました。 

また、子どもたちの豊かな人間性を育むため、市内の小学生を対象に地域資源や人材

を活用した「謙信ＫＩＤＳプロジェクト」や公民館の一室を開放し、子どもたちが気軽

に過ごすことができる「夏休み☆子どもつどいのひろば」を実施し、多様な体験活動を

推進しました。 

（６）学校教育環境の充実（子ども・子育て支援事業計画） 
子どもたちにとって安全なより良い学習環境を整えるため、学校施設の耐震化や改修

工事、普通教室へのエアコン設置工事等を行いました。 

また、特別な支援を必要とする児童・生徒に応ずる教育補助員を配置し、きめ細かく

対応するとともに、学習意欲の向上や学習内容の定着を図ったほか、介護員を配置し、

介護の必要な児童・生徒の学習環境を整えました。 

（７） 男女共同参画、ワーク・ライフ・バランスの推進（子ども・子育て支援事業計画） 
男女共同参画の意識を醸成するため、情報紙等による啓発活動のほか、仕事と家庭生

活の両立を可能とするワーク・ライフ・バランスの実現に向け、働く人や事業者に向け

たセミナーを開催し意識啓発に取り組みました。 

（８）地域で子どもや家族を大切にする意識の醸成（子ども・子育て支援事業計画） 
子どもの権利に関する意識を高める取組のほか、父子手帳の配布により子どもや妊産

婦を大切にする意識づくりに取り組みました。 

（９）家庭と地域の子育て力の向上（子ども・子育て支援事業計画） 
子育て世帯の育児負担の軽減を図るとともに、仕事と育児の両立を支援するため、フ

ァミリーサポートセンター運営事業では、育児を援助したい「提供会員」を増やし、育

児を援助してほしい「依頼会員」のニーズに見合った援助を提供しました。 

（10） 子どもたちのためのよりよい環境づくり（子ども・子育て支援事業計画） 

子どもが健やかに成長するための取組の推進（子どもの権利基本計画） 
安全で安心な地域社会の実現に向けて、警察や防犯協会、交通安全協会などの関係機

関・団体と連携して、下校時にあわせたパトロールや不審者情報・交通安全情報をメー

ルで配信したほか、子どもを対象とした防犯教室や交通安全教室を実施しました。 
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（11）子どもの権利の知識の普及と意識の啓発（子どもの権利基本計画） 

子どもの権利の教育と学習の推進（子どもの権利基本計画） 
子どもの権利について、市民を対象とした講座の開催やチラシなどによる啓発活動の

ほか、子ども自身が正しい知識を持ち、権利を尊重する意識と行動を身につけるため、

公立全小中学校のすべての学年において、子どもの権利学習テキスト「えがお」を用い

た学習に継続して取り組みました。 

（12）虐待、いじめ、差別その他子どもの権利の侵害からの早期救済に必要

な措置（子どもの権利基本計画） 
児童虐待の早期発見、早期支援、早期改善に向けた取組を、要保護児童対策地域協議

会を中心に関係機関と連携しながら行うとともに、特定妊婦や発育・発達に課題のある

子どものいる家庭への支援など、児童虐待を未然に防ぐ予防啓発活動に取り組みました。 

いじめの防止では、いじめ防止対策を一層推進していくため、「上越市いじめ防止基

本方針」を地域や学校の実情に応じた内容に見直すとともに、上越市いじめ問題対策連

絡協議会及び専門委員会において、各所属団体におけるいじめ防止等に関する取組の情

報を共有したほか、学校、家庭、地域との連携の強化に取り組みました。 

また、市内全中学校区で、小・中学校が連携した「いじめ見逃しゼロスクール集会」

を実施し、いじめをしない・許さない風土を学校内に醸成する取組を行うとともに、そ

の取組と関連付けて規範意識やモラルを高める指導を道徳科授業や学級活動の時間に

行い、安全・安心な学校づくりを推進しました。 

（13）相談体制の整備（子どもの権利基本計画） 

子どもの育ちに関する包括的なワンストップの相談窓口として、すこやかなくらし包

括支援センターにおいて、教育委員会や関係機関等との連携の下で、各種制度の狭間に

いる人や、複合的な課題を抱える世帯に対する継続的かつ包括的な相談支援を行いまし

た。 

こども発達支援センターでは、すこやかなくらし包括支援センターや保育園、教育委

員会と連携し、支援が必要な児童への早期の療育支援に取り組んだほか、子どもの育ち

に不安を感じる保護者の不安等の解消に努めました。 

教育相談・生徒指導では、学校訪問カウンセラーによる各校への訪問や電話相談「子

どもほっとライン」の 24 時間・年中無休での開設、教育相談所における電話・来所相

談などを通じて、児童生徒や保護者等が抱える問題や悩みなどの情報の早期把握と、解

決に向けた助言や支援を行いました。 

また、「じょうえつあんしんサポートチーム（ＪＡＳＴ）」による学校での解決が困難

なケースへの対応や、不登校や不適応などの問題を抱えた児童生徒に対応する適応指導

教室の運用、生徒指導支援員の配置等を通じて、学校や児童生徒に関わる様々な問題の

早期解決と支援に取り組みました。  
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